
個人情報を取扱う事務の名称及び記録範囲

行政機関等の名称

個人情報が利用に供される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報の利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報ファイルの種別 □法第60条第2項第1号

（個人情報事務登録簿においては記載対象外） （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

政令第21条第7項に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案
をすることができる期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれていると
きはその旨

備考

B-1575-010701

（名称）健康医療局生活衛生部生活衛生課、各保健福祉事務所

1健康被害情報提供票を提出した事業者の氏名、2健康被害情報提供票を提出した事業者の所在地、3健康被害
情報提供票を提出した事業者の電話番号、4健康被害情報提供票を提出した事業者の情報受付日、5健康被害
情報提供票を提出した事業者への情報提供者（摂取者本人、摂取者の家族等、医療機関、その他）、
6機能性表示食品等により健康被害を受けた者の症状、7該当する製品情報、8摂取者および摂取状況に関する
情報（摂取者の氏名、連絡先、性別、年齢、当該製品の入手方法、使用開始日、使用中止日、１日摂取量、
症状発現後の使用状況・症状、使用している他の健康食品）、9受診情報、10営業者等への届出状況（都道府
県等（保健所）が健康被害情報を受け付けた場合）

個人情報事務登録簿

機能性表示食品における健康被害情報の届出事務（健康被害情報提供票を提出した事業者及び機能性表示食
品等により健康被害を受けた者の個人情報）

神奈川県知事

健康医療局生活衛生部生活衛生課、各保健福祉事務所

機能性表示食品等による健康被害情報を収集するため

国

―

含まない

（個人情報を取扱う事務の名称）機能性表示食品における健康被害情報の届出事務

健康被害情報提供票を提出した事業者及び機能性表示食品等により健康被害を受けた者

機能性表示食品等による健康被害情報の情報提供義務が課される事業者及び健康被害を受けた者等（医療関
係者等）から提出される健康被害情報提供票

含む

（所在地）生活衛生課：〒231-8588　神奈川県横浜市中区日本大通1（西庁舎２階）、各保健福祉事務所：次
のページに掲載しています。　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p1221796.html

―

―

―

―

―


